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ふ
る
さ
と
納
税
講
演
会 

６
月
27
日
（
火
）
「
経
営
者
の
た
め
の

『
ふ
る
さ
と
納
税
』
活
用
術
」
と
題
し
て

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー 

小

谷 

晴
美
さ
ん
の
講
演
会
を
開
催
し
ま
し

た
。 知

っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
、
い
ま

さ
ら
聞
け
な
い
『
ふ
る
さ
と
納
税
』
の
仕

組
み
や
手
続
き
の
仕
方
、
お
得
な
活
用
の

仕
方
な
ど
を
、
失
敗
談
な
ど
を
交
え
て
楽

し
く
学
び
ま
し
た
。 

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
詳
し
く
知

る
だ
け
で
な
く
、
税
金
に
対
す
る
意
識
も 

高
め
ら
れ
た
講
習
会
に
な
り
ま
し
た
。 

県
下
統
一
福
祉
増
進
事
業 

つ
ば
さ
祭
り
へ
の
慰
問 

６
月
17
日
（
土
）
、
社
会
福
祉
法
人
つ

ば
さ
の
会
が
主
催
す
る
つ
ば
さ
祭
り
に

慰
問
を
兼
ね
て
参
加
し
ま
し
た
。 

つ
ば
さ
祭
り
は
、
主
に
施
設
利
用
者
や

そ
の
関
係
者
が
集
ま
り
開
催
さ
れ
て
お

り
、
多
く
の
方
が
参
加
さ
れ
賑
わ
っ
て
い

ま
し
た
。
当
日
は
、
青
年
部
と
し
て
模
擬

店
を
運
営
し
、
焼
き
そ
ば
と
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
を
提
供
い
た
し
ま
し
た
。 

青
年
部
テ
ン
ト
横
に
は
、
休
憩
コ
ー
ナ

ー
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
お
い
し
そ
う
に

焼
き
そ
ば
を
ほ
お
ば
る
姿
を
見
る
こ
と

が
で
き
、
参
加
し
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る

事
業
で
し
た
。 

 中能登町創業支援ネットワーク 

創業支援セミナー 

を開催します！(予告) 
  
 経営を学びたい方、後継者や従業
員の方も受講できます。 
●と き １１月上旬より 

（４日間のコース） 

●ところ 中能登町商工会本所 

 ●参加料 無料 

                                   

                                    

                                    

                                    

模擬店を運営する青年部員 

青
年
部
員
募
集
中
！
（
満
45
歳
以
下
の
経
営
者
及
び
後
継
者
） 
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ふるさと納税の勘所を学ぶ女性部員 

令和５年度 後継者育成塾のご案内 
 石川県の中小企業の後継者育成に向けて、経営者として必要な経営能
力を少人数で体系的に学びます。座学・演習・討議を通じて、自ら考え、行
動する経営者となるための資質を身につけることを目的とした研修です。 

開 催 日 基本編 7 月 18 日（火）、８月 22 日（火）、９月１９日（火）  

開催時間 15 時 00 分～18 時 00 分（受付開始 14 時 30 分） 

開催場所 金沢会場：石川県地場産業振興センター（金沢市鞍月 2 丁目 20 番
地）、能登リモート会場（オンライン）：石川県生涯学習センター能登分室

（輪島市三井町洲衛 10 部 11 番 1 能登空港ターミナルビル 4 階）・穴水
町商工会の場合あり（鳳珠郡穴水町川島イ２５−１） 

講    師 株式会社ワークライフスポーツ 代表取締役 稲垣秀行 氏 

料    金 無料 

主 催 者 公益財団法人石川県産業創出支援機構 

※10/17(火)～ 計５回の実践編もございます。（10/17、11/21、12/19、1/16、2/13） 
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助

成

金

情

報 
☆省エネ設備の導入を検討しているみなさまへ 

 

 

 

エネルギー価格高騰により、大きな影響を受けている町内事業者に対

し、経営を維持・継続するための助成金を交付します。 
〇対象者（次のすべての要件に該当する方） 

・中小企業者および個人事業主（フリーランス含む）であって町内に事業所を有する事業者 
・令和５年４月１日現在、町内に事業所を有し、今後１年以上継続予定の事業者 

  ・町税等に延滞がない事業者 その他、暴力団関係者ではない方 
   ※経営者が同一で複数の企業がある場合は、企業単位で申請 
   ※１つの企業で複数事業所をお持ちの場合はまとめて申請 
   ※個人事業主で複数事業所をお持ちの方はまとめて申請 
 

〇助成対象経費 
 下記いずれかの更新に該当するもので、購入費用と設置費用を助成します。 
  ・省エネエアコンへの入れ替え 
  ・照明器具、電球の非 LEDから LEDへの入れ替え 
  ・低燃費タイヤへの切り替え 
   ※令和５年４月１日以降導入の設備が対象です。 
   ※指定された省エネ基準を満たすものが対象です。 
   ※新設・新規導入、既存設備の撤去費用、中古品・リース契約品は対象外です。 
 

〇助成金額 

購入区分 助成率 
助成金額 

法人 個人 

町内事業者からの購入 4／5 
上限１５万円 上限１０万円 

町外事業者からの購入 1／2 

 

〇申請書類 
右記ＱＲコードを読み取りご確認願います。 

 

〇申請期間 
 令和５年７月１日（土）～令和６年１月３１日（水）まで（当日消印有効） 
 
 
 

〒929‐1792 中能登町末坂９部４６番地 

     中能登町役場企画課 経済対策係 
☎0767‐74‐2806 Fax0767‐74‐1300 
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ら
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必
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る
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中 
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事業主の皆様へ 

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り 
組みましょう。 
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行 
うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化 
にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、 
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休 
み方に資する時間単位の年次有給休暇の活用 
が効果的です。労使一体となって年次有給休暇 
を上手に活用するために、この夏導入をご検討くだ 
さい。 
〇年次有給休暇取得促進特設サイト URL 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokusin/  
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申請先及びお問い合わせ 
助成金

ホームページ 


